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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性支持体上に電気抵抗が５ｋΩ／ｃｍ～５００ｋΩ／ｃｍの金属細線からなるメ
ッシュパターンと、該金属細線の５倍以上の電気抵抗を有する細線とで構成されるパター
ンを有し、該メッシュパターンを形成する金属細線、および該金属細線の５倍以上の電気
抵抗を有する細線の線幅が、１～５０μｍである透明導電性材料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気回路、電磁波シールド材、タッチパネル等の用途に用いることができる
透明導電性材料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電気回路、電磁波シールド材、タッチパネル等の用途で、透明導電性材料の需要
が急速に伸びてきている。中でも抵抗膜式タッチパネル等での需要が以前にも増して多く
なってきている。
【０００３】
　透明導電性材料の製造方法としては、銀、銅、ニッケル、インジウム等の導電性金属を
スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシスト法、真空蒸着法、湿
式塗工法によって透明樹脂フィルム上に金属薄膜を形成させる方法が一般的に用いられて
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いる。透明導電性材料の需要が拡大する中にあって、インジウム等の鉱物資源の枯渇問題
等もあり、低コストで生産性が高い製造方法が求められている。
【０００４】
　透明導電性材料に求められる性能として導電性と光透過率があるが、導電性を高くする
にはある程度の膜厚の金属薄膜が必要であり、それによって透過率が低下するという問題
がある。従って、導電性が高くかつ光透過率が高い透明導電性フィルムが求められる。こ
のような透明導電性材料としては、光透過性支持体上に、金属細線をメッシュパターン状
に形成し、金属細線の線幅やピッチ、さらにはパターン形状等を調整することにより、高
い光線透過率を維持し、高い導電性を付与した導電性材料が知られている。
【０００５】
　金属細線メッシュパターンの形状に関しては、各種パターンが紹介されている。特開平
１０－４１６８２号公報（特許文献１）では、正三角形、二等辺三角形、直角三角形等の
三角形、正方形、長方形、菱形、平行四辺形、台形等の四角形、（正）六角形、（正）八
角形、（正）十二角形、（正）二十角形等の（正）ｎ角形、円、だ円、星形等を組み合わ
せた模様でありこれらの単位の単独の繰り返しあるいは２種類以上の組み合わせパターン
が開示されている。国際公開第２００６／０４０９８９号パンフレット（特許文献２）で
は不規則な網目構造の導電部が存在するパターンが開示されている。特開２００２－２２
３０９５号公報（特許文献３）では、ストライプ状、煉瓦積み模様状のパターンが開示さ
れている。これらのパターンの中でも、正方形、菱形及び正六角形のパターンが多用され
ている。また、金属メッシュパターンの線幅については、導電性や光透過性等を考慮して
、１～５０μｍ程度の金属細線が用いられる。ピッチについては同じく１００～１０００
μｍ程度に設定される。金属メッシュパターンの線幅、ピッチについては、各々の発明に
対する好ましい範囲が、多くの公開特許公報等に記載されている。
【０００６】
　光透過性支持体上にメッシュパターン状の金属細線を有する透明導電性材料を製造する
方法としては例えば、１）銅、金、ＩＴＯ、酸化スズ等の導電性材料で被覆された絶縁性
基板に、２）感光性樹脂等のフォトレジスト剤を塗りつけ、３）所望のパターンのマスク
をかけて紫外線等を照射して、４）フォトレジスト剤を硬化させ、５）未硬化部分を取り
除いた後、６）化学エッチング等によって不要な導電性材料部分を除去し電気回路を形成
する方法（サブトラクティブ法）や１）絶縁性基板に無電解めっき触媒を付与し、２）フ
ォトレジスト剤を塗布し、露光及び現像し、３）無電解めっきを施し、導電パターンを形
成し、４）めっきレジストを除去する方法（フルアディティブ法）、あるいは１）絶縁性
基板に無電解めっき触媒を付与し、無電解めっきを施し、２）フォトレジスト剤を塗布し
、露光及び現像し、３）電解めっきを施し、導電パターンを形成し、４）めっきレジスト
等を剥離にする方法（セミアディティブ法）等も知られている。
【０００７】
　また、簡易な工程で電気回路を製造する方法としては金属ペーストを基板上にスクリー
ン印刷法やインクジェット印刷法等で印刷し、焼結等させることで電気回路を形成する方
法や無電解めっき触媒を有するペーストを基板上にスクリーン印刷法やインクジェット印
刷法等で印刷し、無電解めっきを施し電気回路を形成する方法が知られている。
【０００８】
　さらに均一で高精細なパターンを簡易に、かつ安定に作るという観点において、近年導
電性材料前駆体としてハロゲン化銀乳剤層を有する銀塩写真感光材料を使用する方法が提
案されている。例えば国際公開第２００１／５１２７６号パンフレット（特許文献４）、
特開２００４－２２１５６４号公報（特許文献５）では銀塩写真感光材料を、１）像露光
、現像処理した後、２）金属めっき処理を施すことで導電性材料を製造する方法の提案が
なされている。同じく銀塩感光材料を使う方法として銀塩拡散転写法を用いる方法も提案
されており、例えば特開２００３－７７３５０号公報（特許文献６）等がある。これらの
方法で得られた導電性材料は銀塩写真法を用いているため、高精細な画線を描くことは容
易であり、安定性も高く、工程も簡易で、非常に良好な特性を示す。
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【０００９】
　このような製造方法で作製した金属メッシュパターンは比較的安価に生産することがで
きるが、透明導電性材料としては導電性が高く表面抵抗率が低いため、例えばアナログ方
式の抵抗膜式タッチパネル用途等に適用するために表面抵抗率を合わせ込むことは困難で
ある。アナログ方式の抵抗膜式タッチパネルでは、細かい座標位置を認識する必要がある
ため、電極に使用する透明導電性材料に、ある程度の大きさの抵抗が必要である。
【００１０】
　金属メッシュパターンを持つ透明導電性材料の表面抵抗率を高くするには、メッシュパ
ターンのピッチを広くする方法がある。メッシュパターンのピッチを広げると、透明導電
性材料の表面抵抗率は高くなり、光透過率も向上するが、メッシュパターン金属細線の存
在が認識できるようになるという問題がある。通常、タッチパネルは、ＬＣＤ等のディス
プレイ上に設置されるので、メッシュパターン金属細線の視認性が上がってしまうと、デ
ィスプレイに表示された画像上に金属細線が目立ち、美観を損ねるため好ましくない。
【００１１】
　表面抵抗率を高くする他の方法として、メッシュパターンの線幅を細くする方法や、金
属の膜厚を薄くする方法がある。例えばフォトレジスト剤を使用するサブトラクティブ法
や、セミアディティブ法等では、露光用マスクの線幅を調整することや化学エッチングの
強さを調整することにより、表面抵抗率を高くすることができる。スクリーン印刷法やイ
ンクジェット印刷法を用いる方法では、印刷板の線幅の調整やインクの吐出量の調整で金
属ペースト量を調整し表面抵抗率を高くすることができる。めっき触媒を印刷する場合は
、無電解めっき量を調整することにより、表面抵抗率を高くすることができる。銀塩写真
感光材料に金属めっきを施す方法では、金属めっき量を調整することにより、表面抵抗率
を高くすることができる。さらに銀塩拡散転写法を用いる方法では、マスクの線幅を調整
することや露光時間を調整することにより、表面抵抗率を高くすることができる。
【００１２】
　しかし、上記のような線幅を細くすることや金属の膜厚を薄くすることで表面抵抗率を
高くしようとすると、僅かな露光量のフレ、金属ペースト量のフレ、金属めっき量のフレ
等により部分的な表面抵抗率の差（変化率）が生じることがあり、得られる透明導電性材
料において、材料内での表面抵抗率が不均一になることが多かった。このような導電性材
料を例えば抵抗膜式タッチパネル用電極等へ適用すると、正確な座標位置が認識できなく
なる原因となり好ましくない。このため例えばアナログ方式の抵抗膜式タッチパネル用の
電極材として好適な、表面抵抗率が高く、かつ均一であり、メッシュ細線の視認性が低い
透明導電性材料が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１０－４１６８２号公報
【特許文献２】国際公開第２００６／０４０９８９号公報
【特許文献３】特開２００２－２２３０９５号公報
【特許文献４】国際公開第２００１／５１２７６号パンフレット
【特許文献５】特開２００４－２２１５６４号公報
【特許文献６】特開２００３－７７３５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明の目的は、表面抵抗率が高く、かつ場所による表面抵抗率の均一性が高
く、メッシュ細線の視認性が低い透明導電性材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の上記課題は以下の発明によって達成される。
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　（１）光透過性支持体上に電気抵抗が５ｋΩ／ｃｍ～５００ｋΩ／ｃｍの金属細線から
なるメッシュパターンと、該金属細線の５倍以上の電気抵抗を有する細線とで構成される
パターンを有し、該メッシュパターンを形成する金属細線、および該金属細線の５倍以上
の電気抵抗を有する細線の線幅が、１～５０μｍである透明導電性材料。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、例えば抵抗膜式タッチパネル用の電極材として好適な、表面抵抗率が比
較的高く、かつ均一であり、メッシュ細線の視認性が低い透明導電性材料を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のメッシュパターンの一例
【図２】図１のメッシュパターンの構成要素（高導電線）
【図３】図１のメッシュパターンの構成要素（低導電線で構成されるパターン）
【図４】図２の金属細線、図１のピッチのメッシュパターン
【図５】本発明のメッシュパターンの一例
【図６】図５のメッシュパターンの構成要素（高導電線）
【図７】図５のメッシュパターンの構成要素（低導電線で構成されるパターン）
【図８】図６の金属細線、図５のピッチのメッシュパターン
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の透明導電性材料はその金属細線パターンに特徴があり、表面抵抗率に寄与する
金属細線からなるメッシュパターンと該金属細線よりも大きい電気抵抗を有する実質的に
表面抵抗率に寄与しない細線とでメッシュパターンを構成する。以下、表面抵抗率に寄与
する金属細線からなるメッシュパターンを高導電線、実質的に表面抵抗率に寄与しない細
線を低導電線とする。
【００１９】
　本発明の透明導電性材料のメッシュパターンは、例えば、図１及び図５に示したような
メッシュパターンを有するものである。図１において、ｘはメッシュパターンのピッチで
あり、ａは高導電線を形成する金属細線、ｂは低導電線である。ｂで形成されるパターン
の表面抵抗率は、ａで形成される高導電線の表面抵抗率よりも高いので、本発明の透明導
電性材料の表面抵抗率は主に高導電線により決定され、低導電線は実質的に表面抵抗率に
は寄与しない。ここで実質的にとは、高導電線と低導電線とで形成された本発明のメッシ
ュパターン（図１に相当する）の表面抵抗率が、高導電線のみで構成されるメッシュパタ
ーン（図２に相当する）の表面抵抗率の値の６０～１００％であることを意味する。例え
ば、高導電線の表面抵抗率が５００Ω／□の場合、本発明のメッシュパターンの表面抵抗
率は３００～５００Ω／□であることが好ましい。
【００２０】
　本発明において、高導電線を形成する金属細線ａの単位長さあたりの電気抵抗は５ｋΩ
／ｃｍ～５００ｋΩ／ｃｍが好ましい。低導電線である細線ｂはａの単位長さあたりの抵
抗よりも大きい値を示すものであり、ａの電気抵抗の５倍以上が好ましく、さらに好まし
くは１０倍以上である。
【００２１】
　本発明において、高導電線はａで構成されるある一定のピッチを持ったメッシュパター
ンであり、例えば３００μｍピッチの高導電線であれば、表面抵抗率が１～３００Ω／□
となることが好ましい。本発明においては、金属細線メッシュパターンのピッチを調整す
ることで、１００～１０００Ω／□の表面抵抗率を有する導電性材料が得られる。
【００２２】
　本発明において、高導電線のピッチは、２００μｍ～５０００μｍが好ましい。高導電
線のピッチを広げることで、透明導電性材料の表面抵抗率の値を大きくすることができる
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が、ピッチが広くなることで、金属細線パターンの視認性が上がる。これを避けるために
、高導電線に低導電線（図３に相当する）を重ね合わせる。
【００２３】
　本発明の透明導電性材料のメッシュパターンの一例である図１について詳しく説明する
。図１のメッシュパターンは、図２の高導電線のピッチ間に図３の低導電線を描画したこ
とにより、図２の高導電線のピッチに対して１／２のピッチを持つメッシュパターンであ
る。図２のａは高導電線を形成する金属細線であり、ピッチｙは図１のピッチｘの２倍、
２ｘである。図３のｂは低導電線であり、該低導電線のピッチは図２の高導電線のピッチ
と同じくｙである。図２のメッシュパターンは、図４で示したピッチｘの高導電線よりも
、ピッチを２倍にしているため高い表面抵抗率を得られるが、ピッチを広げることにより
金属細線の視認性が上がる傾向がある。これに対して、本発明の図１のメッシュパターン
は概ね図２のメッシュパターンと同等の表面抵抗率が得られ、かつ、図２のメッシュパタ
ーンのように視認性が上がることはない。
【００２４】
　同じく本発明の透明導電性材料のメッシュパターンの一例である図５について詳しく説
明する。図５の金属メッシュパターンは、図６及び図７のメッシュパターンから構成され
る。図６のメッシュパターンのａは高導電線を形成する金属細線であり、ピッチｚは図５
のピッチｘの３倍、３ｘである。図７のメッシュパターンのｂは低導電線であり、ピッチ
はｘと２ｘが交互に並んだ形となる。図６の高導電線は、図８で示したピッチｘの高導電
線よりも、高い表面抵抗率にすることができる。図６の高導電線は、図８の高導電線に対
してピッチを３倍にしているので、高い表面抵抗率が得られるが、金属細線の視認性は上
がる傾向にある。そこで、図７の低導電線を組み合わせることで、金属細線の視認性を上
げることなく、高い表面抵抗率を得ることができる。
【００２５】
　本発明の透明導電性材料のメッシュパターンにおいて、高導電線を形成する金属細線と
低導電線の配列は任意に選択することができる。例えば、図１は高導電線を形成する金属
細線１、低導電線１の割合で交互に配列しており、図５は高導電線を形成する金属細線１
、低導電線２の割合で配列している。他に高導電線１に対して低導電線３、高導電線１に
対して低導電線４、高導電線２に対して低導電線１、高導電線２に対して低導電線３、高
導電線２に対して低導電線５、高導電線３に対して低導電線１、高導電線３に対して低導
電線２、高導電線３に対して低導電線４、高導電線３に対して低導電線５等、所望の表面
抵抗率に合わせて、高導電線、低導電線を任意に組み合わせることができる。好ましい組
み合わせは、高導電線を形成する金属細線１に対して低導電線の割合が１以上である組み
合わせである。
【００２６】
　本発明の透明導電性材料のメッシュパターンのピッチ（高導電線を形成する金属細線か
らなるメッシュパターン及び低導電線を含む）は５０～１０００μｍが好ましく、１００
～５００μｍがより好ましい。ピッチが密になりすぎると透明導電性材料として、光線透
過率が低下する場合がある。ピッチが粗になりすぎると金属細線を視認できるようになり
、透明導電性材料としての美観を損ねる場合がある。
【００２７】
　本発明の透明導電性材料の高導電線を形成する金属細線及び低導電線の線幅は任意に決
めることができるが、１～５０μｍが好ましく、５～３０μｍがさらに好ましい。線幅が
太くなると光線透過率が低下する、金属細線の視認性が高まる等、美観を損ねてしまう場
合がある。
【００２８】
　本発明の透明導電性材料の高導電線を形成する金属細線及び低導電線の膜厚は０．０１
～２０μｍが好ましく、０．１～１０μｍがさらに好ましい。
【００２９】
　本発明において、低導電線の作製方法として、線幅の調整、膜厚の調整等を挙げること
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ができる。また、印刷により低導電線を設ける場合には、ペースト中の金属比率を下げた
り、あるいは金属に変わってカーボンブラック等の非金属含有ペーストを用いて印刷する
こともできる。低導電線の線幅、膜厚は高導電線を形成する金属細線と比較して、線幅で
５０～１００％、膜厚で０．０１～１００％とすることが目安である。これ以下になると
透明導電性材料を目視したときの違和感のため美観を損ねてしまう場合がある。なお、低
導電線は絶縁体であっても良い。
【００３０】
　本発明の透明導電性材料の細線メッシュパターンの形状は正方形、菱形、（正）六角形
等が好ましい。
【００３１】
　本発明に用いる透明導電性材料の光透過性支持体としては、例えばポリエチレンテレフ
タレート等のポリエステル樹脂、ジアセテート樹脂、トリアセテート樹脂、アクリル樹脂
、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリイミド樹脂、セロハン、セルロイド等の
プラスチック樹脂フィルム等の光透過性支持体を用いる。ここで光透過性とは全光線透過
率が８０％以上であることを意味する。これらは本発明の目的を妨げない程度に着色して
いても良く、さらにこれら各種光透過性支持体を単体で使うこともできるが、これらを組
み合わせた積層体であっても良い。光透過性支持体の厚みは５～３００μｍが好ましい。
【００３２】
　本発明の導電性材料の細線パターンに使用される金属としては、銅、アルミニウム、ニ
ッケル、鉄、金、銀、ステンレス、タングステン、クロム、チタン等の金属の内の１種ま
たは２種以上の金属、あるいは２種以上を組み合わせた合金を使用することができる。
【００３３】
　本発明の透明導電性材料において、表面抵抗率は任意に設定できるが、例えばアナログ
方式の抵抗膜式タッチパネル用途としては、１００～１０００Ω／□が好ましい。
【００３４】
　本発明の透明導電性材料において、金属細線パターンを支持体上に形成させる方法とし
ては、サブトラクティブ法、フルアディティブ法、セミアディティブ法等フォトレジスト
剤を使用し画像形成する方法、金属ペーストを支持体上にスクリーン印刷法やインクジェ
ット印刷法等で印刷し、焼結等させる方法、無電解めっき触媒を有するペーストを基板上
にスクリーン印刷法やインクジェット印刷法等で印刷し、無電解めっきを施す方法、銀塩
写真感光材料により得られた画像にめっきを施す方法、銀塩拡散転写法を用いる方法等が
ある。
【００３５】
　その中でも、本発明の透明導電性材料の特徴である、高導電線及び低導電線でメッシュ
パターンを形成するには、均一で高精細なパターンを簡易にかつ安定に作ることができる
という観点から、銀塩拡散転写法を使用する方法が好ましい。以下に本発明の透明導電性
材料の作製に好ましく用いられる銀塩拡散転写法による金属細線パターンの形成方法につ
いて説明する。
【００３６】
　銀塩拡散転写法による透明導電性材料の製造方法は、透明導電性材料前駆体を像様に露
光後、銀塩拡散転写現像により金属銀を析出させる。導電性材料前駆体は支持体上に少な
くとも物理現像核層、ハロゲン化銀乳剤層を支持体に近い方からこの順で有する。さらに
は、非感光性層を支持体から最も遠い最外層及びまたは物理現像核層とハロゲン化銀乳剤
層との間の中間層、あるいは支持体と物理現像核層との間の下引き層として有していても
良い。なお、透明導電性材料前駆体が有する支持体は前述の透明導電性材料の光透過性支
持体と同義であり、また、この前駆体が有する支持体は本発明の光透過性支持体に相当す
る。
【００３７】
　導電性材料前駆体の物理現像核層が含有する物理現像核としては、重金属あるいはその
硫化物からなる微粒子（粒子サイズは１～数十ｎｍ程度）が用いられる。例えば、金、銀
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等のコロイド、パラジウム、亜鉛等の水溶性塩と硫化物を混合した金属硫化物等が挙げら
れる。これらの物理現像核の微粒子層は、コーティング法または浸漬処理法によって、前
記下引き層を形成させた支持体上に設けることができる。生産効率の面からコーティング
法が好ましく用いられる。物理現像核層における物理現像核の含有量は、固形分で１ｍ２

あたり０．１～１０ｍｇ程度が適当である。
【００３８】
　導電性材料前駆体に用いる物理現像核層は、水溶性高分子化合物を含有することもでき
る。水溶性高分子化合物を用いる場合の添加量は、物理現像核に対して０～５００質量％
程度が好ましい。水溶性高分子化合物としては、アラビアゴム、セルロース、アルギン酸
ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、アク
リルアミドとビニルイミダゾールの共重合体等を用いることができる。
【００３９】
　導電性材料前駆体の物理現像核層は架橋剤を含有することもできる。該架橋剤としては
、例えばクロム明ばんのような無機化合物、ホルムアルデヒド、グリオキザール、マレア
ルデヒド、グルタルアルデヒドのようなアルデヒド類、尿素やエチレン尿素等のＮ－メチ
ロール化合物、ムコクロル酸、２，３－ジヒドロキシ－１，４－ジオキサンのようなアル
デヒド等価体、２，４－ジクロロ－６－ヒドロキシ－ｓ－トリアジン塩や、２，４－ジヒ
ドロキシ－６－クロロ－トリアジン塩のような活性ハロゲンを有する化合物、ジビニルス
ルホン、ジビニルケトンやＮ，Ｎ，Ｎ－トリアクリロイルヘキサヒドロトリアジン、活性
な三員環であるエチレンイミノ基やエポキシ基を分子中に二個以上有する化合物類、高分
子硬膜剤としてのジアルデヒド澱粉等の種々の化合物の１種もしくは２種以上を用いるこ
とができる。架橋剤の中でも、好ましくは、グリオキザール、グルタルアルデヒド、３－
メチルグルタルアルデヒド、サクシンアルデヒド、アジポアルデヒド等のジアルデヒド類
であり、より好ましい架橋剤は、グルタルアルデヒドである。架橋剤は、物理現像核層に
含まれる水溶性高分子に対して、０．１～３０質量％を物理現像核層に含有させるのが好
ましく、特に１～２０質量％が好ましい。
【００４０】
　物理現像核層の塗布には、例えばディップコーティング、スライドコーティング、カー
テンコーティング、バーコーティング、エアーナイフコーティング、ロールコーティング
、グラビアコーティング、スプレーコーティング等の塗布方式で塗布することができる。
【００４１】
　導電性材料前駆体においては光センサーとしてハロゲン化銀乳剤層が設けられる。ハロ
ゲン化銀に関する銀塩写真フィルムや印画紙、印刷製版用フィルム、フォトマスク用エマ
ルジョンマスク等で用いられる技術はそのまま用いることもできる。なお、本発明の副露
光により前述の優れた効果が得られるハロゲン化銀乳剤はネガタイプのハロゲン化銀乳剤
である。
【００４２】
　ハロゲン化銀乳剤層に用いられるハロゲン化銀乳剤粒子の形成には、順混合、逆混合、
同時混合等の、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ　Ｉｔｅｍ　１７６４３（１９
７８年１２月）及び１８７１６（１９７９年１１月）、３０８１１９（１９８９年１２月
）で記載されているような公知の手法を用いることができる。中でも同時混合法の１種で
、粒子形成される液相中のｐＡｇを一定に保ついわゆるコントロールドダブルジェット法
を用いることが、粒径のそろったハロゲン化銀乳剤粒子が得られる点において好ましい。
本発明の導電性材料前駆体においては、好ましいハロゲン化銀乳剤粒子の平均粒径は０．
２５μｍ以下、特に好ましくは０．０５～０．２μｍである。本発明に用いられるハロゲ
ン化銀乳剤のハロゲン化物組成には好ましい範囲が存在し、塩化物を８０モル％以上含有
するのが好ましく、９０モル％以上が塩化物であることが特に好ましい。
【００４３】
　ハロゲン化銀乳剤の製造においては、必要に応じてハロゲン化銀粒子の形成あるいは物
理熟成の過程において、亜硫酸塩、鉛塩、タリウム塩、あるいはロジウム塩もしくはその
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錯塩、イリジウム塩もしくはその錯塩等VIII族金属元素の塩、もしくはその錯塩を共存さ
せても良い。また、種々の化学増感剤によって増感することができ、イオウ増感法、セレ
ン増感法、貴金属増感法等、当業界で一般的な方法を、単独、あるいは組み合わせて用い
ることができる。また本発明に用いる導電性材料前駆体においてハロゲン化銀乳剤は必要
に応じて色素増感することもできる。
【００４４】
　また、ハロゲン化銀乳剤層に含有するハロゲン化銀量とゼラチン量の比率は、ハロゲン
化銀（銀換算）とゼラチンとの質量比（銀／ゼラチン）が１．２以上、より好ましくは１
．５以上である。また、ハロゲン化銀乳剤層が含有するハロゲン化銀量は銀換算で２～１
０ｇ／ｍ２であることが好ましい。
【００４５】
　ハロゲン化銀乳剤層には、さらに種々の目的のために、公知の写真用添加剤を用いるこ
とができる。これらは、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ　Ｉｔｅｍ　１７６４
３（１９７８年１２月）及び１８７１６（１９７９年１１月）、３０８１１９（１９８９
年１２月）に記載、あるいは引用された文献に記載されている。
【００４６】
　導電性材料前駆体にはハロゲン化銀乳剤層と物理現像核層の間やハロゲン化銀乳剤層の
上の層に非感光性層を設けることができる。これらの非感光性層は、水溶性高分子化合物
を主たるバインダーとする層である。ここでいう水溶性高分子化合物とは、現像液で容易
に膨潤し、下層のハロゲン化銀乳剤層、物理現像核層まで現像液を容易に浸透させるもの
であれば任意のものが選択できる。
【００４７】
　具体的には、ゼラチン、アルブミン、カゼイン、ポリビニルアルコール等を用いること
ができる。特に好ましい水溶性高分子化合物は、ゼラチン、アルブミン、カゼイン等のタ
ンパク質である。本発明の効果を十分に得るためには、この非感光性層のバインダー量と
しては、ハロゲン化銀乳剤層の総バインダー量に対して２０～１００質量％の範囲が好ま
しく、特に３０～８０質量％が好ましい。
【００４８】
　これら非感光性層には、必要に応じてＲｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ　Ｉｔ
ｅｍ　１７６４３（１９７８年１２月）及び１８７１６（１９７９年１１月）、３０８１
１９（１９８９年１２月）に記載されているような公知の写真用添加剤を含有させること
ができる。また、処理後のハロゲン化銀乳剤層の剥離を妨げない限りにおいて、架橋剤に
より硬膜させることも可能である。
【００４９】
　導電性材料前駆体にはハロゲン化銀乳剤層の感光波長域に吸収極大を有する非増感性染
料または顔料を、画質向上のためのハレーション、あるいはイラジエーション防止剤とし
て用いることは好ましい。ハレーション防止剤としては、好ましくは上記した下引き層あ
るいは物理現像核層、あるいは物理現像核層とハロゲン化銀乳剤層の間に必要に応じて設
けられる中間層、または支持体を挟んで設けられる裏塗り層に含有させることができる。
イラジエーション防止剤としては、ハロゲン化銀乳剤層に含有させるのが良い。添加量は
、目的の効果が得られるのであれば広範囲に変化しうるが、例えばハレーション防止剤と
して裏塗り層に含有させる場合、１ｍ２あたり約２０ｍｇ～約１ｇの範囲が望ましく、好
ましくは、極大吸収波長における吸光度として０．５以上である。
【００５０】
　上記導電性材料前駆体を用いて、本発明の導電性材料を製造するための方法について説
明する。導電性材料前駆体から本発明の透明導電性材料の特徴である高導電線及び低導電
線で描画されたメッシュパターンを形成する。上述した導電性材料前駆体を像様（高導電
線及び低導電線となる異なる線幅及び膜厚を持つメッシュパターン）に露光後、拡散転写
現像液で処理し、その後物理現像核層上の不要な各層を水洗等で除去して本発明のメッシ
ュパターンを得る。
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【００５１】
　導電性材料前駆体の露光について説明する。高導電線及び低導電線を異なる線幅で形成
する場合、導電性材料前駆体のハロゲン化銀乳剤層は像様に露光されるが、露光方法とし
て、高導電線及び低導電線となる異なる線幅のあるメッシュパターンの透過原稿とハロゲ
ン化銀乳剤層を密着して露光する方法、あるいは各種レーザー光を用いて高導電線及び低
導電線となる異なる線幅のあるメッシュパターンを走査露光する方法等がある。
【００５２】
　また、露光量の差で高導電線部と低導電線部の線幅及び膜厚を変化させる方法では、高
導電線部と低導電線部の透過濃度の異なる透過原稿とハロゲン化銀乳剤層を密着して露光
する方法や、位置合わせを確実に行った上で、２種類の透過原稿を用いて、ハロゲン化銀
乳剤層を密着してそれぞれ露光を行う方法や、あるいは各種レーザー光を用いて高導電線
部及び低導電線部に異なる光量を照射し、異なる線幅及び膜厚のあるメッシュパターンを
走査露光する方法等がある。
【００５３】
　上記したレーザー光で露光する方法においては、例えば４００～４３０ｎｍに発振波長
を有する青色半導体レーザー（バイオレットレーザーダイオードともいう）を用いること
ができる。
【００５４】
　露光量の差で高導電線及び低導電線を形成する方法において、以下に２種類の透過原稿
を使用する方法を説明する。図１のように高導電線を形成する金属細線１、低導電線１の
割合で交互に配列するメッシュパターンを作製する場合、図２及び図４のメッシュパター
ンを有する２種類の透過原稿マスクを使用することにより、露光部（現像処理後光透過部
）、未露光部（現像処理後高導電線部）及び少量露光部（現像処理後低導電線部）を持つ
導電性材料前駆体を作製する。
【００５５】
　これらのマスクの細線が重なる（図２の細線と図４の細線の一つ飛ばしの細線とが重な
る）ようにマスクを重ね合わせ、位置合わせに用いるピンバー用の穴を空ける。このとき
予めマスクの四隅に位置合わせ用のトンボ等の印を入れておくと重ね合わせが容易に行う
ことができる。使用する導電性材料前駆体にも同様の穴を空ける。まず、露光面上にピン
バーを設置する。図４のメッシュパターンを有するマスクと導電性材料前駆体のハロゲン
化銀乳剤層を有する側の膜面同士が密着するようにピンバーで固定し露光する（以下、第
１露光）。次に図２のメッシュパターンを有するマスクと第１露光を施した導電性材料前
駆体のハロゲン化銀乳剤層を有する側の膜面同士が密着するようにピンバーで固定し露光
する（以下、第２露光）。第１露光により高導電線を、第２露光で低導電線を形成する。
第２露光の光量は、拡散転写現像液で処理したとき、露光された箇所のハロゲン化銀の一
部が拡散転写により、物理現像核層上に銀画像を形成する程度の露光量である。
【００５６】
　導電性材料前駆体の銀塩拡散転写現像液による現像処理について説明する。上記のよう
に像様に露光された導電性材料前駆体のハロゲン化銀乳剤層は、銀塩拡散転写現像液で処
理することにより物理現像が起こり、現像可能なだけの潜像核を有さないハロゲン化銀が
可溶性銀錯塩形成剤により溶解されて銀錯塩となり、物理現像核上で還元されて金属銀が
析出し、例えばメッシュパターンの銀薄膜を得ることができる。一方、露光により現像可
能なだけの潜像核を有するハロゲン化銀はハロゲン化銀乳剤層中で化学現像されて黒化銀
となる。現像後、不要になったハロゲン化銀乳剤層（黒化銀もこれに含まれる）及び中間
層、保護層等は除去されて、銀薄膜が表面に露出する。
【００５７】
　現像処理後のハロゲン化銀乳剤層等の物理現像核層の上に設けられた層の除去方法は、
水洗除去あるいは剥離紙等に転写剥離する方法がある。水洗除去は、スクラビングローラ
等を用いて温水シャワーを噴射しながら除去する方法や温水をノズル等でジェット噴射し
ながら水の勢いで除去する方法がある。また、剥離紙等で転写剥離する方法は、ハロゲン
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化銀乳剤層上の余分なアルカリ液（銀錯塩拡散転写用現像液）を予めローラ等で絞り取っ
ておき、ハロゲン化銀乳剤層等と剥離紙を密着させてハロゲン化銀乳剤層等をプラスチッ
ク樹脂フィルムから剥離紙に転写させて剥離する方法である。剥離紙としては吸水性のあ
る紙や不織布、あるいは紙の上にシリカのような微粒子顔料とポリビニルアルコールのよ
うなバインダーとで吸水性の空隙層を設けたものが用いられる。
【００５８】
　導電性材料前駆体の現像処理において使用する、銀塩拡散転写現像の現像液について説
明する。現像液は、可溶性銀錯塩形成剤及び還元剤を含有するアルカリ液である。可溶性
銀錯塩形成剤は、ハロゲン化銀を溶解し可溶性の銀錯塩を形成させる化合物であり、還元
剤はこの可溶性銀錯塩を還元して物理現像核上に金属銀を析出させるための化合物である
。
【００５９】
　現像液に用いられる可溶性銀錯塩形成剤としては、チオ硫酸ナトリウムやチオ硫酸アン
モニウムのようなチオ硫酸塩、チオシアン酸ナトリウムやチオシアン酸アンモニウムのよ
うなチオシアン酸塩、亜硫酸ナトリウムや亜硫酸水素カリウムのような亜硫酸塩、オキサ
ゾリドン類、２－メルカプト安息香酸及びその誘導体、ウラシルのような環状イミド類、
アルカノールアミン、ジアミン、特開平９－１７１２５７号公報に記載のメソイオン性化
合物、米国特許第５，２００，２９４号明細書に記載のようなチオエーテル類、５，５－
ジアルキルヒダントイン類、アルキルスルホン類、他に、「Ｔｈｅ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ
　ｔｈｅ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ（４ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ，ｐ４
７４～４７５）」、Ｔ．Ｈ．Ｊａｍｅｓ著に記載されている化合物が挙げられる。
【００６０】
　これらの可溶性銀錯塩形成剤は単独で、または複数組み合わせて使用することができる
。
【００６１】
　現像液に用いられる還元剤は、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ　Ｉｔｅｍ　
１７６４３（１９７８年１２月）及び１８７１６（１９７９年１１月）、３０８１１９（
１９８９年１２月）に記載されているような写真現像の分野で公知の現像主薬を用いるこ
とができる。例えば、ハイドロキノン、カテコール、ピロガロール、メチルハイドロキノ
ン、クロロハイドロキノン等のポリヒドロキシベンゼン類、アスコルビン酸及びその誘導
体、１－フェニル－４，４－ジメチル－３－ピラゾリドン、１－フェニル－３－ピラゾリ
ドン、１－フェニル－４－メチル－４－ヒドロキシメチル－３－ピラゾリドン等の３－ピ
ラゾリドン類、パラメチルアミノフェノール、パラアミノフェノール、パラヒドロキシフ
ェニルグリシン、パラフェニレンジアミン等が挙げられる。これらの還元剤は単独で、ま
たは複数組み合わせて使用することができる。
【００６２】
　可溶性銀錯塩形成剤の含有量は、現像液１Ｌあたり０．００１～５モルが好ましく、よ
り好ましくは０．００５～１モルの範囲である。還元剤の含有量は現像液１Ｌあたり０．
０１～１モルが好ましく、より好ましくは０．０５～１モルの範囲である。
【００６３】
　現像液のｐＨは１０以上が好ましく、さらに１１～１４が好ましい。所望のｐＨに調整
するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ剤、リン酸、炭酸等の緩衝
剤を単独、または組み合わせて含有させる。また、本発明の現像液には、亜硫酸ナトリウ
ムや亜硫酸カリウム等の保恒剤を含むことが好ましい。
【００６４】
　また、上記現像処理及び水洗処理することで得られた導電性材料の銀画像は後処理を施
すこともできる。後処理液としては例えば還元性物質、水溶性リンオキソ酸化合物、水溶
性ハロゲン化合物等の水溶液が一例としてあげられる。このような後処理液により５０～
７０℃、さらに好ましくは６０～７０℃で１０秒以上、好ましくは３０秒～３分処理とな
るようにすれば、導電性は向上するが、高温高湿下でもその表面抵抗率が変動しなくなる
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【００６５】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、無論この記述により本発明が制限さ
れるものではない。
【実施例】
【００６６】
（実施例１）
　本発明のメッシュパターンを作製するための３０ｃｍ四方の露光用マスク（透過原稿）
１～１０を用意した。用意した露光用マスク（透過原稿）１～１０を表１に示す。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　透過原稿１はピッチ３００μｍ、線幅１８μｍのメッシュパターン、透過原稿２、３は
透過原稿１に対してピッチを２倍、３倍に広げたものである。透過原稿４、５、６は、そ
れぞれピッチ３００μｍで線幅１２μｍ、１４μｍ及び１６μｍのメッシュパターンであ
る。透過原稿７は同じく３００μｍピッチのメッシュパターンであるが、１８μｍと１２
μｍを交互に配置した図１に示したような透過原稿である。透過原稿８は同じく１８μｍ
と１４μｍを交互に配置した図１に示したような透過原稿である。透過原稿９は同じく１
８μｍと１６μｍを交互に配置した図１に示したような透過原稿である。透過原稿１０も
同じく３００μｍピッチのメッシュパターンであるが、１８μｍ、１２μｍ、１２μｍを
繰り返す図５に示したような透過原稿である。
【００６９】
　表１に示した原稿とは別に、１ｃｍ間隔の左右のベタ部を表２に示した線幅でつないだ
透過原稿をそれぞれ作製した。
【００７０】
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【００７１】
　次に導電性材料前駆体を作製した。光透過性支持体として全光線透過率が９０％、厚み
１００μｍの塩化ビニリデンを含有する層により易接着加工が施されたポリエチレンテレ
フタレートフィルムを用いた。物理現像核層を塗布する前に、このフィルムにゼラチンが
５０ｍｇ／ｍ２の下引き層を塗布し乾燥した。
【００７２】
　次に、硫化パラジウムゾル液を下記のようにして作製し、得られたゾルを用いて物理現
像核液を作製した。
【００７３】
＜硫化パラジウムゾルの調製＞
　Ａ液　　塩化パラジウム　　　　　　　　　　　　５ｇ
　　　　　塩酸　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｍＬ
　　　　　蒸留水　　　　　　　　　　　　　１０００ｍＬ
　Ｂ液　　硫化ソーダ　　　　　　　　　　　　８．６ｇ
　　　　　蒸留水　　　　　　　　　　　　　１０００ｍＬ
Ａ液とＢ液を撹拌しながら混合し、３０分後にイオン交換樹脂の充填されたカラムに通し
硫化パラジウムゾルを得た。
【００７４】
＜物理現像核液組成／１ｍ２あたり＞
　前記硫化パラジウムゾル　　　　　　　　　　０．４ｍｇ
　２質量％のグルタルアルデヒド溶液　　　　０．０８ｍＬ
【００７５】
　この物理現像核液を硫化パラジウムが固形分で０．４ｍｇ／ｍ２になるように、下引き
層の上に塗布し、乾燥した。
【００７６】
　続いて、上記物理現像核層を塗布した側と反対側の面に下記組成の裏塗り層を塗布した
。
＜裏塗り層組成／１ｍ２あたり＞
　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ｇ
　不定形シリカマット剤（平均粒径５μｍ）　　　２０ｍｇ
　染料１　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００ｍｇ
　界面活性剤（Ｓ－１）　　　　　　　　　　　４００ｍｇ
【００７７】
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【化１】

【００７８】
【化２】

【００７９】
　続いて、支持体に近い方から順に下記組成の中間層、ハロゲン化銀乳剤層、及び最外層
を上記物理現像核層の上に塗布した。ハロゲン化銀乳剤は、写真用ハロゲン化銀乳剤の一
般的なダブルジェット混合法で製造した。このハロゲン化銀乳剤は、塩化銀９５モル％と
臭化銀５モル％で、平均粒径が０．１５μｍになるように調製した。このようにして得ら
れたハロゲン化銀乳剤を定法に従いチオ硫酸ナトリウムと塩化金酸を用い、金イオウ増感
を施した。こうして得られたハロゲン化銀乳剤は銀１ｇあたり０．５ｇのゼラチンを含む
。
【００８０】
＜中間層組成／１ｍ２あたり＞
　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５ｇ
　界面活性剤（Ｓ－１）　　　　　　　　　　　　　５ｍｇ
【００８１】
＜ハロゲン化銀乳剤層組成／１ｍ２あたり＞
　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０ｇ
　ハロゲン化銀乳剤　　　　　　　　　　　　　４．０ｇ銀相当
　１－フェニル－５－メルカプトテトラゾール　３．０ｍｇ
　界面活性剤（Ｓ－１）　　　　　　　　　　　　２０ｍｇ
【００８２】
＜最外層組成／１ｍ２あたり＞
　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｇ
　不定形シリカマット剤（平均粒径３．５μｍ）　１０ｍｇ
　界面活性剤（Ｓ－１）　　　　　　　　　　　　１０ｍｇ
【００８３】
　このようにして得た導電性材料前駆体を、水銀灯を光源とする密着プリンターで先に作
製した透過原稿ｓ１～ｓ４を密着させて露光した。露光量は透明導電性材料の細線幅が透
過原稿の細線幅と同じになる露光量で行った。
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【００８４】
　その後、露光した導電性材料前駆体を下記現像液中に２０℃で６０秒間浸漬した後、続
いてハロゲン化銀乳剤層、中間層、最外層及び裏塗り層を４０℃の温水で水洗除去し、乾
燥処理した。露光したサンプルからは透過原稿と同様な銀薄膜が形成された透明導電性材
料を得た。得られた細線画像の細線幅を光学顕微鏡で確認したところ、露光用マスクの細
線幅と同じであった。
【００８５】
＜拡散転写現像液組成＞
　水酸化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　２５ｇ
　ハイドロキノン　　　　　　　　　　　　　　　１８ｇ
　１－フェニル－３－ピラゾリドン　　　　　　　　２ｇ
　亜硫酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　８０ｇ
　Ｎ－メチルエタノールアミン　　　　　　　　　１５ｇ
　臭化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　１．２ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　全量を水で１０００ｍＬとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＨ＝１２．２に調整する。
【００８６】
　上記のようにして得られたメッシュパターン状銀薄膜が形成された透明導電性材料の後
処理として、１５質量％リン酸１ナトリウム水溶液を用いて６０℃で６０秒処理を実施し
た。
【００８７】
　得られた画像の電気抵抗を市販のテスターを用いて測定した。これらの結果を表３に示
す。
【００８８】
【表３】

【００８９】
　上記方法と同様に透過原稿１～１０を用いて、導電性材料を作製した。得られたメッシ
ュパターン画像の細線幅、ピッチを光学顕微鏡で確認したところ、露光用マスクの細線幅
、ピッチと同じであった。また共焦点顕微鏡でメッシュパターンの細線膜厚を測定し、全
試料ともほぼ同一であることを確認した。
【００９０】
　次に、透過原稿１～１０から得られたメッシュパターン状銀薄膜が形成された３０ｃｍ
四方の導電性材料について下記の評価を実施した。
【００９１】
（１）表面抵抗率の平均値及び面内の均一性
　ＪＩＳ－Ｋ７１９４に準拠し、（株）ダイアインスツルメンツ製、ロレスターＧＰ／Ｅ
ＳＰプローブを用いて測定した。測定場所は３０ｃｍ四方の正方形の四隅（左上、左下、
右上、右下）及び中心部の５箇所とした。測定結果の平均値（Ω／□）を表４に示す。ま
た、面内の均一性を表す指標として、平均値に対する最大値と最小値の差の割合（％）を
用いた。これらの値も表４に示す。表面抵抗率の平均値は１００～１０００Ω／□を可と
し、表面抵抗率の平均値に対する最大値と最小値の差の割合（％）は２０％以内を可とし
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た。
【００９２】
（２）金属細線の視認性及び面の質感
　得られた透明導電性材料をライトテーブル上で５０ｃｍ離れた位置から目視し、外観品
質を評価した。評価項目は金属細線の視認性、及び透明導電性材料の面の質感である。何
れも５段階で評価し、金属細線の視認性については、１：金属細線をほとんど視認できな
い最も良いレベル、２：凝視することで金属細線を僅かに視認できるレベル、３：凝視す
ることで金属細線が視認できるレベル、４：一目で金属細線が視認できるレベル、５：金
属細線の視認性が高い最も悪いレベルと規定した。１、２を可、３～５を不可レベルと規
定した。この結果を表４に示す。面の質感については、１：均一で全くざらつき感がない
最も良いレベル、２：凝視すると不均一であることがわかるが、ざらつき感はないレベル
、３：凝視するとざらつきを感じるレベル、４：一目でざらつきを感じるレベル、５：ざ
らつき感が強く最も悪いレベルと規定した。同じく１、２を可、３～５を不可レベルと規
定した。これらの結果を表４に示す。
【００９３】
【表４】

【００９４】
　（実施例２）
　透過原稿ｓ１を用いて、実施例１と同じ光量で第１露光を実施し、次にパターンを描画
していないフィルムを介して、第１露光の５０％の光量で第２露光を行った。他は実施例
１と同様にして透明導電性材料を作製した。実施例１と同じく、テスターで電気抵抗を測
定したところ、１５６０ｋΩ／ｃｍであった。
【００９５】
　次に上記第１露光と同じ光量で透過原稿１を用いて第１露光、続いて透過原稿２を用い
て上記第２露光と同じ光量で第２露光を行い、図１に示したような高導電線及び低導電線
を持つ透明導電性材料を作製した。その他は実施例１と同様にして導電性材料を作製し、
実施例１と同様に評価を実施した。得られたメッシュパターン画像の細線幅、ピッチを光
学顕微鏡で確認したところ、ピッチは３００μｍ、線幅は高導電線、低導電線ともほぼ１
８μｍであった。また線の膜厚を共焦点顕微鏡で測定したところ、高導電線は試料１とほ
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ぼ同一であり、低導電線は高導電線を形成する細線よりも薄く、おおよそ６０～７０％で
あることが確認できた（試料１１）。
【００９６】
　比較として透過原稿１を用いて第１露光、続いてパターンを描画していないフィルムを
介して上記第２露光の光量と同じ光量で露光し、低導電線のみの透明導電性材料を作製し
、実施例１と同様に評価を実施した。線の膜厚はほぼ上記透明導電性材料の低導電線と同
じであった（試料１２）。これらの結果を表５に示す。
【００９７】
【表５】

【００９８】
　表４及び表５の結果から、本発明の有効性が理解できる。
【００９９】
　以上の結果から明らかなように、本発明により表面抵抗率が高く、かつ均一であり、さ
らにメッシュ細線の視認性が低い透明導電性材料が得られる。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明のメッシュパターンは、透明導電性フィルムの表面抵抗率を、面内の均一性を保
持しつつ変化させる方法として有用である。
【符号の説明】
【０１０１】
ａ　高導電線を形成する金属細線
ｂ　低導電線
ｘ　ピッチ
ｙ　ピッチ
ｚ　ピッチ
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